
(2)納付率低下の背景と考えられる構造的な課題

○ 平成17年度から平成21年度までの年齢階級別納付率は下記の表のとおりとなつており、年齢階級が上がるにつれて上昇
してい<傾向にあることには変わりはないが、各年度とも前年度と比較した場合、どの年齢階級においても概ね納付率は低下
している。

○ 国民年金被保険者実態調査の結果から、納付率低下の主な背景として、次のような構造的な課題が考えられる。
① 第1号被保険者の就業状況

② 第1号被保険者の属する世帯及び第1号被保険者本人の所得水準

③ 年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感
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○ 平成20年国民年金被保険者実態調査結果 (平成22年 3月公表)によると、臨時・パートの害」合が26.1%と なつてお

り、平成11年調査と比較して10ポイント近<増加している。

○ 次に、就業状況別の保険料納付状況をみると、臨時・パートは完納者の害」合が最も低くなつている。

○ また、就業状況別の第 1号被保険者本人の所得水準をみると、臨時 0パートは自営業主、家族従業者、常用雇用と比較して

低<なつているも

○ このように、納付率が低<なっている背景には、不安定な雇用状況におかれた保険料負担能力の低い非正規労働者の害」合の

増加という要因もあると考えられる。

<第 1号被保険者の就業1犬況>

自営業主 家族従業者 常用雇用 臨時・パート 無職 不詳

平成 11年調査 22.6% 11.3% 9.8% 16.6% 34.9% 4.8%

平成 14年調査 17.8% 10。 1% 10.6% 21.〇% 34.7% 5。 7%

平成 17年調査 17.7% 10.5% 12.1% 24.9% 31.2% 3.6%

平成20年調査 15。 9% 10.3% 13.3% 26. 1% 30.6% 3.8%
※注 1:平成17年以前については、調査年の4月又は5月 に資格喪失した者が含まれていないが、平成20年では含まれるため、推移をみる場合には注意が必要である。
※注2:四捨五入の関係で総計が100%に ならない場合がある。



<就業状況別 保険料納付状況 (平成20年調査)>
完納者 一部納付者 申請金額免除者 学生納付特例者 若年者納付猶予者 1号期間滞納者

自営業主 57. 6% 12.3% 7,7% ○。9% 〇.6% 21.〇 %

家族従業者 64.6% 10,2% 6.5% ○,7% 1.〇 % 17.〇%

常用雇用 40。 2% 12,9% 5.7% 11,5% 1.7% 28.〇 %

臨時・パー ト 34. 5% 11.2% 13。 8% 12.5% 2.7% 25。  3%

無職 39。 1% 8。 〇% 14.5% 11.9% 2.7% 23.7%

<就業状況別 第 1号被保険者の属する世帯及び第 1号被保険者本人の所得水準 (平成20年調査)>
①第1号被保険者の属する世帯の総所得金額 (平均) ②第1号被保険者本人の総所得金額 (平均)

総数 469万 円 121万 円

自営業者 556万 円 286万 円

家族従業者 539万 円 113万 円

常用雇用 491万 円 152万 円

臨時・パー ト 416万 円 63万 円

無珊 424万 円 45万円

rめ

※注1:①は世帯の総所得金額が不詳な者を除<。 ②は本人の総所得が不詳な者を除く。
※注2:平成 19年の所得である。
※注3:上記の平均額は、郵送調査と所得等調査の結果を合わせて集計 (両方の調査票がそろっている者のみを集計)したものであり、所得等調査のみによって集計した平均値 (11ページ参照)

と総数が異なる場合がある。
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○ 平成20年国民年金被保険者実態調査結果 (平成22年 3月 /AN表)によると、第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の

平均は469万円となつている。また、保険料納付状況別に第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布をみると、納付

者の平均は555万円となつているのに対し、 1号期間滞納者の平均は342万円となっている。

○ 次に、第 1号被保険者本人の総所得金額の平均は133万円となつてしヽる。また、保険料納付1犬況別に第 1号被保険者本人

の総所得金額の分布をみると、納付者の平均は178万円となっているのに対し、1号期間滞納者の平均は113万円となつ

ている。

○ また、 1号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由としては「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が64.2
%と最も高<なっている。

○ このように、納付率が低<なつている背景には、こうした第1号被保険者の属する世帯及び第1号被保険者本人の低い所得

水準という要因もあると考えられる。

<就業状況別 第 1号被保険者の属する世帯及び第 1号被保険者本人の所得水準 (平成20年調査)>
①第1号被保険者の属する世帯の総所得金額 (平均) ②第1号被保険者本人の総所得金額 (平均)

総数 納付者 1号期間滞納者 総数 納付者 1号期間滞納者

平成 11年調査 548万 円 629万 円 463万 円 142万 円 169万 円 1 10万円

平成 14年調査 484万 円 554万 円 416万 円 136万 円 166万 円 120万 円

平成 17年調査 434万 円 505万 円 323万 円 126万 円 158万 円 105万 円

平成20年調査 469万 円 555万 円 342万 円 133万 円 178万 円 113万 円

※注1:①は世帯の総所得金額が不詳な者を除く。②は本人の総所得が不詳な者を除く。
※注2:調査年の前年の所得である。 (例 …平成20年調査→平成19年の所得)

※注3:平成11年調査及び平成14年調査の「 1号期間滞納者」の欄については、当該調査における「未納者」の数値を記載している。
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<参考 :国民年金保険料額の推移>
平成11年度

|

平成 16年度
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

国民年金保険料

(月 額)
1 3,300円 1 3,580円 1 3,960円 14,100円 14,410円 14,660円 15, 100円

引上げ額
(対前年度比)

280円 380円 140円 310円 250円 440円

N
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